
 

 

 

 

 

 

 

前号の学校だよりでもお知らせしたとおり、一人一台端末が４月末に学校に配布されまし

た。本校の職員は、端末が届くとすぐに子供たちが使用できるよう準備を進め、１週間以内

には４年生以上の子供たち全員が授業で使い始めました。先週には、新聞社や磐田市の広報

課が取材に訪れました。職員も放課後になると職員室で操作方法や活用方法について情報共

有をしています。子供たちの吸収力はさすが！！使うたびに、みるみる腕を上げています。 

 

学校だより  NO,３ 

磐田市立富士見小学校 

令和３年５月１２日 

教育目標 夢をもち高め合う子 

端末の持ち帰りについて 

 今後、子供たちが、端末（タブレット）を家庭に持ち帰り、家庭学習や調べ学習などに活用

する予定です。学校からタブレットに配信された課題を進めたり、学校で学んだことをより深

く知るために家でも調べたりまとめてみたりします。そうすることで、「学校での授業」と「家

での学習」が、これまで以上に連続したものとなり、学びがつながり・深まり・発展していき

ます。 

 今週末には、市から示された「学習端末持ち帰りのガイドライン」と「学習用端末持帰り同

意書（申請書）」を配布します。１～３年生は、９月以降からタブレットを使用することにな

りますが、現段階で全家庭から「同意書（申請書）」を提出していただくことになります。 

子供たちの学びの充実のために、ぜひ御理解・御協力をお願いいたします。 

※申請書は 1４日（金）に配布し、１８日（火）に回収する予定です。 

 

６年生 保健の授業 
 

GIGAスクール構想下における一人一台端末について 


